
第５回会議 資料２

住民投票制度の手続きの流れ 

投票運動 
（論点⑥-3） 

投票結果の取扱い 
（論点⑤） 

投票資格者（論点③） 
投票方法（論点⑥-2） 

再請求等の制限 
（論点⑦） 

同一事案は２年間請求不可

投票率にかかわらず開票 
・住民投票の結果を尊重 

（尊重義務の対象：「市」） 

投票成立要件 
(論点④） 

市  政  へ  反  映 

投票運動 
・投票運動は自由（一般的禁止事項あり） 

・罰則規定は設けない 

救済制度（論点⑧） 

市から情報提供 
・広報など適当な方法により情報提供 
・必要に応じ公開討論・シンポジウムなどを開催 
・情報提供は、中立性を保持し、公平に行う 
・情報提供期間  ： 投票告示日～投票期日前日 

情報提供のあり方 
(論点⑥-4) 

住 民 投 票 の 実 施 
・投票資格者：18歳以上（外国人含む） 
・投票方法   ：二者択一方式 

住民投票実施の告示 
・30日から90日の間に国政選挙・地方選挙と同時実施 
・上記期間に選挙がない場合は、単独で実施 

住民投票の対象事項 
（論点①） 

投票の請求・発議等 
（論点②） 

投票期日(論点⑥-1) 

救済制度（論点⑧） 
署名収集

(18歳以上・外国人含) 
投票資格者の１/１０以上 

市 長住 民

行政運営上の重要事項の発生（ネガティブリスト方式） 

議 会

議  決
出席議員の過半数 

議案提案
定数の１/１０以上


